
 

 

 

 
 

平成 28 年 11 月３０日、新たに新潟県で高病原性鳥インフルエンザ

が疑われる事例が確認されましたので、概要をお知らせします。 
 

京都府内の養鶏場も油断できません。鶏舎防鳥ネットの破損の点検と

鶏舎出入口での消毒を徹底してください。また、いつもより死亡羽数が

多いなどの異常を確認したら、ただちに当所まで通報をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

京都府中丹家畜保健衛生所   福知山市字半田３７１－２ 

ＴＥＬ：0773-25-1860（夜間・休日も転送機能で連絡可能） 

新潟県上越市で高病原性鳥インフルエンザの疑い事例(2 例目) 
 

中丹家畜衛生情報（Ｎｏ．28－25）    平成 28 年 11 月発行 

 

 

【国内 家きん農場 既報】 

○新潟県関川村 採卵鶏農場（飼養状況：約 31 万羽） 

・11 月 28 日 死亡鶏増加、簡易検査陽性、遺伝子検査 

・11 月 29 日 高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ疑似患畜と判定（H5 亜型） 

殺処分など防疫措置を継続中 

○青森県青森市 食用あひる農場 

・11 月 28 日  死亡あひる増加、簡易検査陽性、遺伝子検査陽性 

高病原性鳥ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ疑似患畜と判定（H5 亜型） 

  ・１１月２９日 １万８,３６０羽殺処分完了、その他防疫措置継続中 

 

【国内 家きん農場 新たな疑い事例】 

○新潟県 2 例目（一昨日の発生農場からは 140km 離れたところ） 

１ 農場の概要 

（１）農場所在地：上越市 

（２）飼養状況：採卵鶏２３万羽 
２ 経緯 

（１）１１月２９日に採卵養鶏場の一鶏舎内で一か所にかたまって４０羽、 

翌３０日に同様に６０羽が死亡していたことから届け出 

（２）上越家畜保健衛生所が行った簡易検査で７羽中６羽が陽性 

（３）中央家畜保健衛生所において遺伝子検査（PCR 検査）を実施 

３ 県の対応 

（１）当該農場の飼養家きん、生産物等の移動制限を指示 

（２）当該農場への部外者の立入制限と出入り時の消毒徹底を指示 

（３）当該農場（鶏舎内外）では緊急消毒を実施 

（４）制限区域内（半径 10km）の農場および関連施設の移動制限を指示 

 

消石灰の散布など消毒の徹底で最大の侵入防止を！ 


